
仕 様 書 

１ 件名 

  非常用物品の購入 

２ 購入物品の種類，数量等 

  下表中の参考製品と同等以上の規格・性能を有するもので製造日が納品日から２か月以

内のもの 

番号 種類 数量 規格等 参考製品 

１ ミネラルウ

ォーター 

3,216 本 ・ １本 500ml であること 

・ １ケース 24 本入りであること 

・ 賞味期限が５年であること 

・ 容器はペットボトルであること 

富士山麓の保存

水 

（株式会社リョ

ーウン） 

２ アルファ米

① 

350 食 ・ 水だけで調理可能であること 

・ 保存期間が５年以上であること 

・ 番号３ないし５と異なる味のもの

とすること 

尾西のごはん（赤

飯，わかめごは

ん，田舎ごはん，

五目ごはん，たけ

のこごはん，ドラ

イカレー  

（尾西食品株式

会社） 

３ アルファ米

② 

350 食 ・ 水だけで調理可能であること 

・ 保存期間が５年以上であること 

・ アレルギー対応品であること 

・ 番号２，４及び５と異なる味のも

のとすること 

尾西のごはん（赤

飯，わかめごは

ん，田舎ごはん，

五目ごはん，たけ

のこごはん，ドラ

イカレー  

（尾西食品株式

会社） 

４ アルファ米

③ 

350 食 ・ 水だけで調理可能であること 

・ 保存期間が５年以上であること 

・ アレルギー対応品であること 

・ 番号２，３及び５と異なる味のも

のとすること 

尾西のごはん（赤

飯，わかめごは

ん，田舎ごはん，

五目ごはん，たけ

のこごはん，ドラ

イカレー 

（尾西食品株式

会社） 

５ アルファ米

④ 

350 食 ・ 水だけで調理可能であること 

・ 保存期間が５年以上であること 

・ アレルギー対応品であること 

・ 番号２ないし４と異なる味のもの

とすること 

尾西のごはん（赤

飯，わかめごは

ん，田舎ごはん，

五目ごはん，たけ

のこごはん，ドラ



３ 納入期限及び納入場所 

⑴ 納入期限 

   令和３年３月 26日（金） 

⑵ 納入場所 

   計８か所（詳細は別紙参照） 

４ 見積り合わせの手続 

 ⑴ 見積書の提出 

  ア 提出期限 

    令和３年２月 25 日（木）正午 

  イ 提出場所 

    〒１００－８９８７ 

    東京都千代田区霞が関１－１－１ 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 14 階 

    公正取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係 

    ＦＡＸ：０３－３５８１－２９５１ 

    E-mail：open-counter@jftc.go.jp 

  ウ 提出書類 

   (ｱ) 見積書（消費税込みの総額を明示。社印及び代表者印の省略可。） 

   (ｲ) 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

イカレー 

（尾西食品株式

会社） 

６ 折りたたみ

式ヘルメッ

ト 

40 個 ・ 折りたためること タタメット BCP 

（株式会社イエ

ロー） 

７ 多機能ライ

ト 

52 個 ・ ライト機能があること 

・ ラジオ機能があること 

・ 携帯電話等の充電ができること 

・ ダイナモ充電ができること 

ダイナモエマー

ジェンシーライ

ト 

（株式会社ゼニ

ス） 

８ 家具固定ベ

ルト① 

25 個 ・ 最大 150 ミリメートルまで長さ

を調節できること 

・ 粘着パッドで固定するものであ

ること 

・ ２本入りであること 

ティープレート

ベルトタイプグ

レー 

（株式会社ティ

ーエフサービス）

９ 家具固定ベ

ルト② 

25 個 ・ 最大 800 ミリメートルまで長さ

を調節できるもの 

・ 粘着パッドで固定するものであ

ること 

・ ２本入りであること 

ティープレート

ベルトタイプグ

レーロング 

（株式会社ティ

ーエフサービス）



(ｳ) 納入予定の製品が仕様を満たすことを証するカタログ等の資料（上記２の参考製

品以外の製品を納入予定の場合。この場合，令和３年２月 22 日（月）正午までに

提出すること。） 

  エ 提出方法 

    持参，郵送，ＦＡＸ又は電子メール 

 ⑵ 見積り合わせの結果の通知 

   見積り合わせの結果（契約の相手方，契約金額）は，契約の相手方に決定した者にの

み個別に通知するほか，以下の公正取引委員会ウェブサイトに掲示する。 

  【公正取引委員会ウェブサイト（調達情報）】 

   https://www.jftc.go.jp/soshiki/tyoutatsu/opkouhyou/index.html 

 ⑶ 暴力団排除に関する誓約 

   見積書の提出をもって，別記の「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとす

る。 

５ 問い合わせ先 

 ⑴ 手続関係 

   公正取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係 

    電話：０３－３５８１－５４７４ 

 ⑵ 仕様関係 

   公正取引委員会事務総局官房人事課総括係 

    電話：０３－３５８１－５４７５

以 上



別 紙 

納入場所一覧 

番号 納入場所 所在地 

納入数量 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

公正取引委員

会事務総局 

官房人事課 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関 1-

1-1 

中央合同庁舎第6号館B棟

14 階 

1,560 272 272 272 272 40 38 25 25 

2

公正取引委員

会事務総局 

北海道事務所

総務課 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西 12 丁

目 

札幌第 3 合同庁舎 5階 

168 8 8 8 8 0 2 0 0 

3

公正取引委員

会事務総局 

東 北 事 務 所

総務課 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町 3-2-23 

仙台第 2 合同庁舎 8階 

216 11 11 11 11 0 2 0 0 

4

公正取引委員

会事務総局 

中 部 事 務 所

総務課 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸 2-5-1

名古屋合同庁舎第 2号館 8

階 

312 16 16 16 16 0 2 0 0 

5

公正取引委員

会事務総局 

近畿中国四国

事務所 総務

課 

〒540-0008 

大阪市中央区大手前 4-1-

76 

大阪合同庁舎第 4 号館 10

階 

336 16 16 16 16 0 2 0 0 

6

公正取引委員

会事務総局 

近畿中国四国

事務所 

中国支所 総

務課 

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎第 4 号館 10

階 

192 8 8 8 8 0 2 0 0 

7

公正取引委員

会事務総局 

近畿中国四国

事務所 

四国支所 総

務課 

〒760-0019 

高松市サンポート 3－33 

高松サンポート合同庁舎

南館 8階 

168 8 8 8 8 0 2 0 0 



8

公正取引委員

会事務総局 

九 州 事 務 所

総務課 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東 2-

10-7 

福岡第2合同庁舎別館2階

264 11 11 11 11 0 2 0 0 

合計 3,216 350 350 350 350 40 52 25 25 



（別記） 

暴力団排除に関する誓約事項 

 当社（個人である場合は私，団体である場合は当団体。以下同じ。）は，下記事項について

誓約します。 

 この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当社が不利益を被ることとな

っても，異議は一切申し立てません。 

 また，公正取引委員会の求めに応じて当社の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生

年月日を含む。）ただし，有価証券報告書を作成していない場合は，役職名，氏名，性別及び

生年月日の一覧表）等を提出すること，及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供する

ことについて同意します。 

記 

１ 次のいずれにも該当しません。また，本契約満了まで該当することはありません。 

 ⑴ 契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者，法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

  イ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき 

  エ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 ⑵ 契約の相手方として不適当な行為を行う者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動を行い，又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて公正取引委員会の業務を妨害する行為を行う者 

  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

２ 暴力団関係者を下請負又は再委託の相手方としません。 

３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託

以降の全ての受託者を含む。）並びに自己，下請負人又は再受託者が当該契約に関して個

別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）が暴力団関係者であることが

判明したときは，当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合，又は下請負人等が暴力団員等による不当介入

を受けたことを知った場合は，警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに，公正

取引委員会に報告いたします。 


